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Ⅰ 運用指針の策定の趣旨 

景観法(平成16 年法律第110 号。以下｢法｣という。）は、都市、農山漁村等における良好な景観の

形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活

力のある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、

事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに、行為規制や公共施設の特例、支援の仕組み等を

定めた法律として、平成 16 年 6 月に成立し、公布された。 

景観に関する法制度としては、これまでも、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく美観地

区、風致地区及び伝統的建造物群保存地区といった地域地区や地区計画制度、古都における歴史

的風土の保存に関する特別措置法等（昭和 41 年法律第 1 号）による個別の制度はあったが、「景

観」そのものを正面から捉えた制度はなかった。これに対し、法は、｢景観｣そのものの整備・保全を

目的とするわが国で初めての総合的な法律である。 

こうした新たな行政分野である景観行政を推進するに当たり、制度の企画・立案に責任を有する

国として、法に基づく諸制度についての考え方を広く一般に示すことが、地方公共団体の制度の趣

旨に沿った的確な運用を支援していく上でも効果的である。 

もとより法の運用は、自治事務として各地方公共団体自らの責任と判断によって行われるべきも

のであるが、景観は、現在及び将来にわたる国民共通の資産であることから、法の「美しく風格のあ

る国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、

もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与する」という目的を達成

するために、各地方公共団体が法に基づく諸制度を適切に活用していくことが求められる。 

本指針は、今後、景観政策を進めていく上で、法に基づく制度をどのように運用していくことが望

ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からして、どのような考え方の下で

なされることを想定しているのか等、法の解釈・運用に係る国としての原則的な考え方を示すことに

より、地方公共団体による各種の景観施策の円滑な展開に貢献すべきとの考え方から取りまとめた

ものである。 

また、本指針はこうした考え方の下に策定するものであることから、地域の実情等によっては、本

指針に示した原則的な考え方によらない運用が必要となる場合もあり得るが、当該地域の実情等に

即して合理的なものであれば、その運用が尊重されるべきである。 

さらに、景観の整備・保全に関して国が行う各種の施策についても、今後、上記の趣旨を踏まえ、

この指針の考え方に沿って行われるべきものと考えている。 

なお、本指針は、社会経済状況の動向や法の改正等を踏まえ、適宜改正を行うものである。 

 

（注１） 本指針は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 の規定に基づき行う技術的

な助言の性格を有するものである。 
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（注２) 本指針の語尾等の表現について 

本指針に記述されている各事項間には当該事項によるべきとする考え方に差異があること

から、次のような考え方で記述している。 

      ①～べきである。～べきでない。 

       法令、制度の趣旨等から記述された事項による運用が強く要請されると国が考えているも

の。 

      ②～ことが望ましい。～ことは望ましくない。 

       制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると国が考えているもの。 

      ③～ことが（も）考えられる。 

       記述された事項による運用を国が例示的に示したもの。 

 

Ⅱ 法の意義 

法は、その基本理念や責務にあるように、国や地方公共団体といった行政主体のみならず、事業者、

国民各位に対し、良好な景観を形成していくことを社会規範として宣言する基本法的な性格を有してお

り、今後、行政をはじめとする様々な主体の協働により良好な景観の形成が進められることが期待さ

れる。また、基本法的な部分に併せ措置されている具体的な行為規制や支援制度の活用、その他関

連する景観形成施策の活用を通じ、住民やＮＰＯ等の参画も含め、地方公共団体等による良好な景観

の形成が推進されることが期待される。 

法は、都市のみならず、農山漁村等も含め、景観計画の対象としており、美しく風格のある国土の

形成を総合的に実現することを目指す制度となっている。今後、国土交通行政担当部局、農林水産行

政担当部局、環境行政担当部局相互の連携を通じ、真に美しい国土の形成、潤いのある豊かな生活

環境の創造、個性的な地域社会の実現が期待される。 

各地方公共団体にあっては、法及びこれに併せて講じられている措置の趣旨に則り、地域の実情

を十分踏まえつつ、これまで以上に景観行政を推進することが求められる。 

なお、法に基づく制限は、わが国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進することを

目的とするものであることから、法の趣旨を逸脱した目的外の制限を行うべきではないことは言うまで

もないことである。 

 

Ⅲ 基本理念 

基本理念は、良好な景観の形成を図るための基本的な考え方を示したものである。 

①法第2条第1項 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創

造に不可欠なものであることから、現在及び将来にわたる国民共通の資産として認識し、良好な景

観形成のための取組を継続的に進めなければならないという趣旨である。 
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②法第2 条第2 項 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和

により形成されているものであり、その整備・保全に当たっては、これらに配慮し、適正な土地利用

を通じてなされることが必要であるという趣旨である。なお、同項における「適正な制限の下に」とは、

人々の生活や経済活動等に支障をきたすような過度の制限ではないことを意味するものである。 

③法第2条第3項 良好な景観は、地域において積み重ねられてきた暮らしやコミュニティ等の地域

の固有の特性が形として現れ出ているものであることから、画一的な整備を行うのではなく、地域ご

との個性や特色を活かして地域色豊かな景観となるように、地域住民の意向を踏まえつつその形

成を図る必要があるという趣旨である。 

④法第2条第4項 良好な景観が形成されることにより、地域の魅力が増進、創出されるものである

ことから、観光等の地域間の交流の観点からも、美しい景観づくりに大きな期待が寄せられている。

このため、地域活性化の点から、地方公共団体、事業者及び住民による、良好な景観の形成に向

けた一体的な取組が必要であるという趣旨である。 

⑤法第2条第5項 良好な景観の形成は、単に現にある良好な景観を保全することだけでなく、例え

ば、大規模な土地利用の転換を図るべき地区における再開発事業や、シンボルロード、駅周辺整備

等の地域の顔を創出し、再整備する事業、住商混在の既成市街地等における地域再生の取組等、

新たに良好な景観を創出しようとすることも対象としていることを意味するものである。 

なお、法には「景観」について特段の定義を置いていないが、これは、すでに他法令上特段の定義

がなく用いられている用語であること、また、良好な景観は地域ごとに異なるものであり、統一的な定

義を置くと結果的に画一的な景観を生むおそれがあること等によるものである。 

 

Ⅳ 景観法の運用に当たっての基本的考え方 

１ 景観行政団体 

(1) 基本的考え方 

法においては、地域における景観行政を担う主体として、「景観行政団体」という概念を設けて

いる。 

良好な景観の形成は、居住環境の向上等住民の生活に密接に関係する課題であること、地域

の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効であることから、基礎的自治体である市町村が

中心的な役割を担うことが望ましい。 

しかしながら、これまでの景観行政が、都道府県、市町村それぞれの自主的な条例に基づい

て行われてきたという実態、市町村の中にはその組織、体制等から景観行政を担うことが難しい

ものもあるという実態を踏まえ、都道府県、市町村ともに景観行政を担い得るとした上で、同一の

行政区域について、都道府県及び市町村が重複して二重に行政を行う事態を避けるために、そ

のいずれかが景観行政団体として、景観行政を一元的に担うこととしたものである。具体的には、
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指定都市（地方自治法第 252 条の 19 第 1 項）、中核市（同法第 252 条の 22 第 1 項）の区域につ

いては、当該市が景観行政団体となり、その他の市町村の区域については、市町村が都道府県

と協議し、その同意を得て景観行政団体となることができることとしている。都道府県は、これら

の市町村の区域以外の区域について景観行政団体となるものである。 

     

(2) 政令市・中核市以外の市町村が景観行政団体になる場合 

政令市・中核市以外の市町村が新たに景観行政団体となる場合には､都道府県との協議を行

い、その同意を得ることが必要とされている。 

これは、(1)で述べたとおり、市町村の実態にかんがみ設けた仕組みであるが、景観行政は、

基本的には、基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましく、市町村が景観行

政を担当する意欲を持ち、都道府県との協議を求めた場合には、市町村の体制上明らかに景観

行政が担えない等の例外的な場合を除いて、原則的に都道府県は市町村が景観行政団体にな

ることについて、同意することが望ましい。 特に、現在、地方自治法に基づく景観条例を策定し

ている市町村等既に景観行政を積極的に推進している市町村が景観行政団体となる意向を示し

た場合には、都道府県は原則として同意すべきである。 

また、景観は、長期的な取組によって、保全され、又は創出されるものであり、ある市町村が

景観行政団体になった場合において、当該市町村がそれまで都道府県が行ってきた景観施策と

全く整合しない施策をとることは望ましくない。特に、都道府県が、広域的な景観の形成の観点

から複数の市町村の区域にわたって景観施策を行っている場合において、そのうちのある市町

村が景観行政団体になるときは、仮に当該市町村が独自の判断でそのような広域的な景観施策

に整合しない施策を行うこととなれば、それまで培ってきた広域的な景観全体の形成効果が著し

く減じることとなってしまう。 

このため、景観行政団体に関して市町村が都道府県と具体的な協議を行うに当たっては、当

該市町村について従来から都道府県が景観施策を講じている場合においては、市町村が実施

する景観形成施策の方向性を示す内容やスケジュール等を示し、従前の施策との整合性等につ

いても協議することが望ましい。なお、法に基づかない助成等の任意の施策については、新たに

景観行政団体となった市町村の区域において、当該区域の景観行政団体でなくなった都道府県

が、従来どおり実施できることはもちろんである。 

また、地方自治法第281条第1項に規定する特別区については、同法第281条第2項により、

市に関する法令の規定を特別区に広く適用することとされており、本法の市に関する規定は特

別区にも適用されるものである。 

 

(3) 広域的な景観形成の推進の仕組み 
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景観行政団体は、一の行政区域について景観行政に責任を持つ地方公共団体を定める仕組

みであるが、例えば、河川の両岸、海峡間、山岳の眺望、連坦した市街地等複数の景観行政団

体の行政区域間にわたる広域的な景観の形成について、各景観行政団体間の連携により、調

和のとれた規制誘導を実施する必要がある場合も想定される。 

広域的な景観形成の取組が、支障なく整合的に行われるよう、関係する景観行政団体が互い

に協議し、又は、必要に応じて、関係する地方公共団体の意見を聴く等して、その適切な推進が

図られるよう、十分配慮することが望ましい。例えば、河川の両岸や海峡間等において広域的な

景観の形成を検討する場合に、複数の景観行政団体が、それぞれの景観計画において、当該

景観計画区域における良好な景観形成に関する方針や良好な景観の形成のための行為の制限

に関する事項等のうち、当該広域的な景観の形成に関する部分について、統一的又は整合的な

内容を定めることが望ましい。 

このような場合、各景観行政団体間の規制誘導策の連携・調整の場として、法第 15 条第 1 項

に基づく景観協議会を活用することが望ましい。例えば、互いの景観協議会に関係行政機関とし

て参加し、共同で一つの景観協議会として運用すること等が考えられる。 

また、景観計画を策定する段階においても、法定外の任意の協議会を組織して、景観行政団

体間等で共同で景観計画の案の検討等を行うことも考えられる。 

 

２ 総合性､一体性の確保 

法に基づく各種規制誘導措置は、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境

の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るために定められるものであり、この目的の

実現に向け､必要と考えられる事項の全てに配慮をして､積極的に活用していくことが望まれる。

また、景観にかかわる要素は多様であることから､例えば､①景観重要公共施設の整備と併せて、

周辺の建築物､工作物の一体的な規制誘導を行うこと、②景観重要建造物・樹木の保全と併せて

周辺の建築物、工作物の規制誘導・整備を一体的に行うこと、③集落の建築物､工作物の規制誘

導と周辺の農地の景観面での規制誘導・整備を一体的に行うこと等､法に基づく各種の制度を総

合的、一体的に活用するとともに、法に基づく手法と高度地区、風致地区、地区計画その他の各

種規制誘導措置及び景観形成に資する自主的な取組（建築物、公共施設、農地等の整備事業

等）を一体的に検討し、良好な景観形成のための総合的な施策の推進を図ることが望ましい。 

 

３ 関連行政との連携 

法は、「都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進」することを目的としており、その

対象は、都市、農山漁村、自然公園区域等の広範な地域に及ぶものであることから、関係する

各部局との連携により、円滑かつ一体的な効果の発現が望まれる。 
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特に、法において措置されている「景観重要公共施設」、「景観農業振興地域整備計画」、｢市

町村森林整備計画の変更｣、「自然公園法の特例」については、景観担当部局と、それぞれ担当

する公共施設担当部局、農政部局、林務担当部局、自然環境部局との連携により、積極的に活

用することが望ましい。 

また、今般、文化財保護法の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 61 号）により、文化財の

一類型として「文化的景観」が創設されたところであるが、このうち、重要文化的景観は、文化財

保護法（昭和25 年法律第214 号）第134 条第1 項の規定により、景観計画区域又は景観地区が

指定されている地域から、都道府県又は市町村の申出に基づき文部科学大臣が選定することと

されているものであり、文化財保護の観点からの都道府県又は市町村の教育委員会の要請・協

議等がある場合には、連携を図りつつ、必要な規制誘導施策について、積極的に検討するべき

である。 

都市部においては、都市計画担当部局との連携を図るべきである。例えば、景観計画は、都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針への適合、及び市町村である景観行政団体が定める

場合には、市町村の都市計画に関する基本的な方針への適合が求められているところであるが、

都市計画部局との連携により、これらの方針に景観上の考え方を盛り込み、都市計画決定及び

変更に当たっての必要な配慮を行う等、都市計画と景観計画とが互いに補完しあって効果を発

現するよう積極的な連携を図ることが望ましい。特に、高度地区、風致地区、地区計画等の都市

計画手法は良好な景観形成にも大きな効果を持つものであることから、積極的に活用することに

より、景観計画等法に基づく措置を補完し、又は役割分担を行うことが望ましい。 

また、景観の要素として建築物が大きく影響することから、建築担当部局との連携を図るべき

である。例えば、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 50 条に基づく条例や地区計画等の建

築条例の活用、総合設計制度や一団地認定制度、連担建築物設計制度の適用に当たっての景

観上の配慮など、同法に基づく各種規制誘導措置との連携や役割分担を図ることが望ましい。 

 なお、良好な景観の形成を図る上で、重要な景観資源である緑地や樹木の保全、都市緑化の

推進を図ることが有効であることから、緑地保全・緑化担当部局との連携を図るべきである。 

さらに、景観の阻害要因となりうる屋外広告物の規制誘導は、良好な景観の形成に極めて重

要であることから、屋外広告物担当部局との連携を図るべきである。 

 

４ 適時適切な計画の見直し 

 法に基づく景観計画等の各種規制誘導措置は、地域における景観に関する意識の醸成や、社

会経済情勢の変化等を踏まえて、その変更の必要性や、新たな手法の選択等の是非について

適時吟味されるべきである。 

しかし、一方で、良好な景観の形成は、地域における持続的な取組によって初めて実現される



 

- 10 - 

ものであることから、一定の継続性、安定性が要請されるものであり、特に規制を緩和する場合

に当たっては、その景観に及ぼす影響を慎重に検討すべきである。 

 

５ 情報開示の促進 

法に基づく景観計画等の各種規制誘導措置は、良好な景観の形成を促進するためのものであ

るが、その内容について住民の理解が得られ、地域のルールとして受け入れられるためには、

①景観計画に定められた良好な景観の形成に関する方針等が地域の将来像として共有されるこ

と、②良好な景観の形成のために一定の行為に対する制限や景観重要建造物、景観重要樹木

の指定等の規制内容について住民の理解を得ること、③景観協議会や景観協定、景観整備機構

等の住民の参加が可能なソフトな仕組み等を適切に活用していくことが必要である。 

 このことは、景観計画の策定・変更、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続の円

滑化を図り、規制の着実な履行を図る上で重要である。 

 そのためには、景観計画等法に基づく諸制度に係る情報開示を促進し、住民がこれらの内容を

常に確認、理解する機会を付与することが必要である。 

 このため、景観計画の図書として定められた計画図若しくは計画書、景観農業振興地域整備計

画の図書として定められた計画図及び計画書、景観重要建造物若しくは景観重要樹木に関する

管理協定若しくは台帳又は景観協定（以下「景観法関係図書」という。）について、個人情報の保

護に配慮しつつ、可能な限り、常に住民が容易に閲覧・入手が可能な状態にしておくことが望まし

い。この場合、地域の実情に応じて、景観法関係図書に関する情報の整備（デジタル化を含む。）、

景観法関係図書の管理の充実、景観関係情報センターの設置等の措置をとることが望ましい。 

   

６ 知識の普及、人材育成及び専門家の活用 

 住民の主体的な参画による良好な景観の形成を進めるためには、法に基づく各種規制誘導措

置等景観形成に関する知識の普及及び情報の提供に努めるとともに、景観形成活動への支援、

住民からの意見の聴取、ワークショップの開催といったきめ細かいフィードバック作業を積み重ね

て、合意形成を図っていくことが重要である。 

このため、景観行政団体にあっては、未成年層を含む様々な世代の地域住民等に対して、法

に基づく各種規制誘導措置についての理解を深めると同時に、良好な景観の形成の活動に参画

しやすい環境の整備に資するよう、法に関する知識の普及及び情報の提供に努めることが望ま

れる。なお、法により、これまでの都市計画法等に基づく規制と比較して、工作物に関する規制誘

導手法が大幅に拡充していることにかんがみ、工作物の制限については、地域住民、工作物の

設置、管理を行う主体、関係団体等に、積極的に知識の普及及び情報の提供を行うことが望まし

い。 
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このための方策として、地域の実情に応じて、例えば以下のような取組を行うべきである。 

・  法や良好な景観の形成に関する講習会、ワークショップ等の開催 

・  良好な景観の形成のための協議会や市民団体等への支援 

・  法や良好な景観の形成に関するパンフレット、ホームページ等の作成、インターネットの

活用等 

また、景観行政団体においては、景観形成に関する幅広い知識、経験を有する人材の育成を

図り、執行体制の充実を図ることが望ましい。 

景観行政団体における執行体制が必ずしも十分でない場合には、景観形成の専門家を活用す

ることも有効であり、例えば、豊富な知識や経験、地域における景観の特性の把握が必要とされ

る景観計画の案の作成や、景観計画に基づく届出に係る行為に対する勧告や変更命令の検討、

景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の検討等に当たり、専門家、学識経験者等からなる景

観審議会等の第三者機関等からの専門的知見を踏まえつつ、これを行うことが望ましい。 

 

Ⅴ 法の運用のあり方 

１ 景観計画 

(1) 景観計画の意義 

景観計画は、景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成

に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める計画である。また、景観計画区域

を対象として、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景観協定等の規制誘導の仕組み、

住民参加の仕組み等の法に基づく措置がなされるものである。このため、景観計画とは、基本的

には、景観行政団体が、景観行政を進める場として、その基本的な計画となるものである。 

景観計画の特徴は、景観行政団体の独自性が発揮できるよう、景観行政団体の裁量で景観に

関する規制内容等を選択して定めることができるよう措置している点である。例えば、景観計画

区域内における行為の制限に関する事項については、必須計画事項であるが、具体的な届出対

象行為について、景観行政団体が必要に応じて追加して選択することも、適用除外を設けること

も可能としている。また、選択事項として、景観上重要な道路や河川等の公共施設について公共

施設管理者と連携して整備等を進めることを可能とする景観重要公共施設や、景観と調和のとれ

た良好な営農条件の確保を図る景観農業振興地域整備計画の策定についての基本的な事項等、

景観形成に関する幅広い事項について定めることができる。 

これにより、地域の実情に合った景観行政の推進が可能となり、地域の個性を活かした景観の

維持・継承・創造を積極的に進めることが可能となるものである。 

なお、景観計画の策定に当たっては、現在の景観形成上の課題を踏まえ、将来の景観像を想

定しつつ、景観行政を実施すべき区域を設定し、その区域において必要な計画事項を、適切に選
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択して定めるべきである。 

 

(2) 景観計画の対象となる土地の区域の要件 

法第 8 条第 1 項柱書に規定する「その他市街地又は集落を形成している地域」とは、都市、農

山漁村以外の、例えば、都市計画区域又は準都市計画区域外における温泉地、観光地、別荘地

等の市街地又は門前町その他の農林漁業を主な産業としない集落を形成している地域等が考え

られる。 

また、同項柱書の「及びこれと一体となって景観を形成している地域」とは、例えば、都市・農山

漁村等地域の周辺にある、都市・農山漁村等地域からの眺望が可能である、若しくは都市・農山

漁村等地域を眺望する際の背景等になる、又は都市・農山漁村等地域の景観を維持・保全・形成

する上で必要である等の理由により、都市・農山漁村等地域の景観形成上必要な要素を構成し

ていると認められる土地である。 

同項柱書の「水面」は、景観計画を定める土地と一体的に良好な景観を形成すべき、河川、湖

沼や、海岸、港湾又は漁港に隣接する水面が想定される。 

同項第 1 号に掲げる「現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域」と

は、例えば､歴史的なまちなみが維持されている場合､田園や集落が伝統的な景観を維持してい

る場合､良好な自然的景観と周辺の市街地や集落が一体的な景観を形成している場合､都市の

中心的な業務・商業地区等で、良好な建築物群が集積している場合､道路や河川などの公共施設

と周辺のまちなみ、自然環境その他の土地利用が一体となって良好な景観を形成している場合

等が考えられる。 

同項第 2 号に掲げる「地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景

観を形成する必要があると認められる土地の区域」とは、地域の自然的環境、歴史的環境、文化

的由来、地域の建築物や工作物の用途構成又は形態意匠の状況といった市街地環境又は集落

環境及びその周辺の農地や森林等の状況からみて、現在必ずしも良好な景観を形成していると

はいいがたい状況であっても､今後地域特性に応じた良好な景観を形成していく必要がある場合

等が考えられる。 

同項第 3 号に掲げる「地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資

する良好な景観を形成する必要があると認められるもの」とは、例えば、駅、空港等の交通結節

点、庁舎等の公的施設、観光施設又は観光案内・支援施設、拠点的なスポーツ施設、公園、緑地

その他の公共施設、劇場等の文化施設、地域交流施設等の周辺において、その地域の特性を活

かした良好な景観形成が、観光その他の交流の促進に資する場合などが考えられる。 

同項第 4 号に掲げる｢住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業

が行われ､又は行われた土地の区域であって､新たに良好な景観を創出する必要があると認めら
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れるもの｣とは、例えば土地区画整理事業、市街地再開発事業等の面整備事業が行われる土地

の区域、中心市街地等の都市再生のための各種事業が行われる土地の区域、臨海部等の土地

利用転換事業が行われる土地の区域等において、新たに良好な景観を創出する取組がなされる

場合等が考えられる。 

同項第 5 号に掲げる「地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれが

あると認められる土地の区域」とは、建築物又は工作物の立地動向、土地の形質の変更又は屋

外における土石の堆積等の土地利用動向、農業又は林業の施業動向等からみて、今後景観を阻

害する要因が増え、不良な景観となるおそれがある場合を指すものであり､例えば、沿道サービ

ス施設の立地が進むバイパス道路の沿道の土地の区域等が考えられる。 

 

(3) 景観計画に定める事項 

① 基本的考え方 

景観計画は、景観行政団体が、良好な景観の形成を図るために、景観に関する種々の方

針及び具体的制限事項等を一体として定める法の根幹となる計画である。 

具体的には、「景観計画区域」、「景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」、

「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」、「景観重要建造物又は景観重要

樹木の指定の方針(当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木があ

る場合に限る。)」を必須事項として定め、これらに加えて、必要に応じて、「屋外広告物の表

示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」、「景観重要

公共施設の整備に関する事項」、「景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事

項」等を選択して定めることが可能である。 

必須事項については、景観行政を推進する上で最も基本的な事柄である、区域、方針及

び良好な景観の形成のための行為の制限について定めたものである。 

また、多くの選択事項を定めている趣旨は、景観は、建築物、工作物のみならず、屋外広

告物、公共施設、農地、森林、自然公園等の様々な事物が横断的にかかわってなされるも

のであり、良好な景観の形成の推進のためには、これらの全てを景観計画において一体的

に位置付け、調和のとれた推進を図ることが有効であるからである。このため、景観計画に

おいて、選択して定めることとされた事項についても、地域の特性に応じて積極的に定め、

景観に関する総合的なマスタープランとしての役割をも果たすことが望ましい。 

    

② 個別事項についての考え方 

 1) 景観計画区域 

A．区域の設定 
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景観計画区域の設定に当たっては、当該地域における景観上の特性に配慮し、良好な

景観の形成のための行為の制限等の措置を行う上で、必要かつ十分な区域を設定すべ

きである。景観計画の対象となる地域周辺において眺望景観や流域景観などの広域的な

観点からの景観規制誘導が今までに既になされている場合、又はその必要がある場合に

は､景観行政団体は当該広域的な景観に充分留意して景観計画を定めることが望ましい｡

その場合、必要に応じ､景観協議会等の活用により､周辺の景観行政団体及び関係地方公

共団体と連携した規制･誘導を行うことが望ましい。 

また、道路、河川、都市公園、港湾、漁港等の公共施設は、地域の景観上の軸としての

役割を果たすことが想定されることから、景観重要公共施設としての位置付けも勘案しつ

つ、これらの公共施設を景観計画区域に含めて設定することが望ましい。          

さらに、景観計画区域を対象として、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景

観協定等法に基づく各種措置が講ぜられるものであることにかんがみ、地域における景

観上の特徴をなしている建築物、工作物及び樹木の分布、地域における住民の景観形成

やまちづくりに係る現在の活動状況若しくは将来の動向等に留意し、地域における様々な

景観形成・まちづくりの動きを支援することが可能となるよう定めることが望ましい。 

一の景観計画区域内に、景観上の特性が異なる地区を複数含む場合においては､景観

計画区域内において、地区を区分して地区名を定める等により、それぞれの区分ごとに届

出の対象となる行為（以下「届出対象行為」という。）の追加及び適用除外、届出対象行為

ごとの良好な景観の形成のための行為の制限（以下「景観形成基準」という。）を別に定め

て差し支えないものである｡ 

また、地形上の特性等により、一の景観計画の区域が複数の分離した区域を持つこと

も差し支えない｡なお、同一地域が複数の景観計画の対象となることは、規制の明示性に

欠け、届出義務等の観点から混乱をきたすおそれがあるため避けるべきであって、この

場合、一の景観計画とし、必要に応じて地区を区分することが望ましい。 

なお、例えば市町村合併がなされた市において、合併前の市町村の取組が大きく異な

る場合や、地形的に一体とすることが難しい場合等、一の景観計画とすることが不適当で

ある場合等には、一の景観行政団体において、複数の土地の区域について、それぞれ別

の景観計画を定めることも想定される。 

 

B．区域の表示 

景観計画区域については、景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成 16 年農林

水産省令・国土交通省令・環境省令第 1 号）第 2 条において、計画図により表示することと

されている。当該計画図は、「土地に関し権利を有する者が､自己の権利に係る土地が景



 

- 15 - 

観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定め

る方法により表示する図面」とし、具体的な縮尺まで一律に定めていないが、これは、例え

ば､景観計画区域が行政区域全域にわたる場合等、詳細な図面でなくとも区域が確定でき

る場合もあることを想定したものであり、通常は､景観計画区域を明示的に表示できる縮尺

の図面を使用することが望ましい。 

特に、景観計画区域や制限内容を異にする景観計画区域内の地区の境界付近におい

ては、土地に関し権利を有する者が､自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれる

かどうかを容易に判断することができるように､行政区域界等で明確になっている場合を

除き、区域を明示的に表示する観点から、原則として縮尺 2500 分の 1 程度の計画図とす

べきである。なお、都市計画区域外等、縮尺 2500 分の 1 程度の図面が存在しない場合に

おいてはこの限りでないが、その場合においても、できる限り縮尺の大きい計画図とすべ

きである。 

 

2) 良好な景観の形成に関する方針 

本方針は、景観行政団体が、景観計画区域について将来にわたり良好な景観の形成に当

たって必要な方針を定めるものである。 このため、必ずしも、景観計画区域全体に関する方

針のみとする必要はなく、必要に応じて、区域内の景観上の特性に応じて区域内の地区を分

けて、地区ごとに個別的な方針を定めることも考えられる。 

具体的には、区域又は区域内の景観上の特性が異なる地区ごとに、景観上の特性や課題、

将来の景観像を示すことや、具体的にどのような景観形成方策により実現を目指すのか等

の方向性を示すことが考えられる。 

 また、良好な景観の形成に向けた住民、ＮＰＯ、事業者等の参加や合意形成方策について

の考え方や、景観行政団体と役割分担して良好な景観形成に関する役割を担う主体である

景観整備機構の活用の考え方、住民や関係事業者等が地域の景観についての合意形成を

推進するための仕組みである景観協議会の活用の考え方等を示すことも考えられる。 

この他、公共施設管理者としての景観行政団体が、公共施設整備・管理に係る景観上の

考え方を示すことや、現在既に良好な景観の形成を図るためのマスタープランとしての位置

付けのある行政計画を本方針として新たに位置付け直すことも考えられる。 

 

3) 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

       A. 基本的考え方 

景観計画区域では、法第 16 条第 1 項に基づき、一定の行為について、届出を行わな

ければならないものであり、条例で定めるべき届出対象行為及びそれぞれの届出対象
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行為ごとの景観形成基準を定めることとされている。 

当該項目は、どのような行為がどのような規制を受けるか、事前に明示するものであ

ることから、景観計画区域の全域について定める事項であり、届出対象行為として条例

で追加すべき行為、建築物の建築等の一定の行為に対する形態意匠、高さ等の必要な

制限、開発行為に対する制限、条例で追加した木竹の伐採等の行為に対する制限等を

定める、景観計画の基本的な仕組みである。 

 

       Ｂ．届出対象行為 

届出対象行為には、法第 16 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げられた必須の行

為に加えて、景観法施行令（平成 16 年政令第 398 号。以下「令」という。）第 4 条各号に

掲げる行為のうち、景観行政団体が選択して景観計画に位置付ける行為がある。 

令第 4 条各号に掲げる届出対象行為を景観計画に位置付ける場合には、対象となる

行為を具体的に絞って選択することも考えられる。例えば、同条第4 号の「屋外における

土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」について、「屋外における廃棄物の堆

積」と限定して定めること等とすることが考えられる。 

なお、後述するように、法第 16 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げられた建築物

の建築等、工作物の建設等及び開発行為等についても、地域の景観形成上支障のない

場合には、同条第7 項第11 号に基づく条例により、その対象を一定規模以上に限ること

や、届出の適用除外とすることも可能である（例えば、工作物の建設等については、工

作物の種類が多様に存在することから、届出対象となる工作物の種類等について具体

的に規定し、それ以外の工作物の建設等については、届出の適用除外とすることも考え

られる。なお、農山漁村における良好な景観は、農林漁業を営むことにより維持・形成さ

れるものであり、農林漁業を営むために行う建築物の建築等や貯水槽、飼料貯蔵タンク

等の工作物の建設等について、高さ、規模又は種類を限って届出対象とし、それ以外の

建築物の建築等や貯水槽、飼料貯蔵タンク等の工作物の建設等については届出の適

用除外とすることも考えられる。また、森林において、木竹の伐採の制限を行おうとする

場合には、例えば、1 ヘクタールを超えない小規模の伐採等で森林の景観に与える影響

がほとんどないと考えられるものについては、届出の適用除外とする等、景観形成上規

制の必要な規模以上の伐採に限定して届出対象とすることも考えられる。）。こうした届

出の適用除外を当該条例で定める場合においては、景観形成基準の内容もそれを前提

とした内容のものとすべきである。 

これら届出対象行為は、景観計画区域全体で一のものとする必要はなく、必要に応じ

て景観計画区域を区分し、それぞれの地区ごとに届出対象行為の追加及び適用除外を
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定めることも考えられる。 

 

       Ｃ．景観形成基準 

景観形成基準は、景観計画区域全体で一のものとする必要はなく、景観上の特性が

異なる場合等、必要に応じて景観計画区域を区分し、それぞれの地区における行為ご

とに異なる基準とすることも考えられる。また、建築物や工作物の規模や高さによって、

地域の景観に与える影響が異なることが想定される場合には、行為の規模、類型ごと

に異なる基準とすることも考えられる。 

景観形成基準は、法第 16 条第 3 項の勧告又は法第 17 条第 1 項の変更命令の基準

となるものであることから、可能な限り客観的な基準とすることが望ましい。特に、同項

の特定届出対象行為に係る景観形成基準については、少なくとも例示を示す等、明示

的な基準とすべきである。 

また、令第 5 条第 1 号イの「建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではな

いように定めること」とは、例えば、通常、人が利用できなくなるような建築物の形態を

定めたり、工作物の機能を発揮できない形態を定めることにより結果的に工作物の建

設ができなくなる等の過度な制限を行う場合が考えられる。 

なお、同号ロの「一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めること」と

は、建築若しくは工作物の高さの最高限度若しくは最低限度、壁面の位置の制限又は

敷地面積の最低限度を定める際に、相互に矛盾せず一体としての景観上の効果を発揮

するように定めるという趣旨であって、全ての事項を定める必要があるというものでは

ない。  

また、同条第 3 号の「当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないよう

に、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること」とは、例えば、

水面の埋立て後の状況について植栽等の修景の方法や態様について定めることが考

えられるものである。 

 

4) 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

本方針は、地域の景観を形成する上で重要な要素となっている建造物（建築物、工作

物）又は樹木について、景観重要建造物又は景観重要樹木として指定すべきものがある

場合において、その基本的な考え方をあらかじめ示すものである。 

このため、地域の景観上の特性及び目指すべき将来の景観像からみて、どのような建

造物又は樹木が重要であるのか、例えば建築物の形態意匠等、工作物の種類、形態意匠

等、樹木の樹容、樹種等について具体的な考え方を示すことが考えられる。この際、例え
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ば、景観上の特性が異なる場合には、景観計画区域を区分して、その区分ごとに異なる考

え方を示すことも考えられる。 

 

5) 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する

事項 

屋外広告物は、景観上の影響が大きい要素であることから、景観計画に位置付け、景観

行政と連携して進めることが望ましいものである。 

このため、今般、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 16 年法律

第 111 号）により屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）を併せて改正し、①景観行政団

体が景観計画において本事項を定めた場合にあっては、当該景観計画を定めた景観行政

団体の同法第3条から第5条までの規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるこ

と、②指定都市、中核市以外の市町村であっても、景観行政団体であれば当該条例の制

定権限を都道府県から移譲を受けることができることとし、景観行政団体が屋外広告物行

政と景観行政を一体的に行うことを可能としたものである。 

こうした趣旨から、景観計画に本事項を定めた場合にあっては、当該景観計画を定めた

景観行政団体は、併せて、同法第 3 条から第 5 条までの規定に基づく条例を定め、屋外広

告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限については、当

該条例に基づき行うべきである。このため、指定都市、中核市以外の市町村にあっては、

同法第 28 条の規定により都道府県から事務の移譲を受けることが望ましい。 

なお、本事項は、景観計画に定めるべき必須事項ではなく、ある市町村が景観行政団体

になることと、同法第28条の規定に基づく屋外広告物条例の制定権限の移譲を受けること

は別であることに留意する必要がある。 

 

6) 景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用許可等の基準 

本事項は、景観を構成する主要な要素の一つである公共施設について、当該公共施設

管理者との協議・同意に基づき、景観重要公共施設として位置付け、景観上必要な整備に

関する事項（法第 8 条第 2 項第 5 号ロ）及び同号ハに規定する基準について定めるもので

ある。これにより、景観行政団体と公共施設管理者が異なる場合においても、景観上の観

点から互いに連携・調整を行い、公共施設とその周辺の建築物等の土地利用が一体とな

って良好な景観の形成を図ることが可能となるものであり、必要に応じて、適切に景観重

要公共施設として位置付けることが望ましい。 

なお、道路等の特定公共施設について、例えば、現道がないなど計画段階の場合であ

っても、公共施設管理者が定まっており、必要な協議･同意がなされた場合においては、
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計画段階であっても景観重要公共施設として位置付けることが可能である。 

 

7) 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項 

農山村においては、自然の造形を背景として、気候風土に適した形で農林業を営む中で、

それぞれの地域に固有の個性ある美しい景観がつくられてきた。このような地域の景観を保

全・創出するための施策を講じるためには、地域の景観に配慮しつつ良好な営農条件を確

保する観点を有する計画が必要となる。 

本事項は、農業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号。

以下「農振法」という。）第6条第1項の規定により指定された地域をいう。）において、それぞ

れの地域のアイデンティティとなるような魅力ある景観を保全・創出するために必要となる基

本的な事項を示すものである。 

このため、基本的な事項としては、保全・創出すべき地域の景観の特色、そのような景観

が広がっている地域の範囲、そのような景観を保全・創出するための方針等を示すことが望

ましい。 

なお、景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項を都道府県が定める場

合にあっては、景観農業振興地域整備計画の策定主体である市町村と事前に調整すること

が望ましい。 

 

8) 自然公園法の許可基準 

国立・国定公園の区域内に自然景観と一体となった集落が存在する場合等、景観計画

区域と国立・国定公園の区域の一部は重複する可能性がある。このため、本事項では、自

然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく自然景観の保護の措置と併せ、景観法に基

づく良好な景観の形成促進のための措置が相互に連携、調整を図りつつ一体的に行われ

るよう、国立・国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内で行われる自然

公園法の許可が必要な一定の行為について、景観計画において、良好な景観の形成に

必要な上乗せの許可基準を定められるようにしたものである。 

当該一定の行為は、令第 3 条により、①工作物（8）においてのみ建築物を含む。）の新

築又は増改築、②広告物類の掲出若しくは設置又は広告類の工作物等への表示、③屋

根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩の変更とされており、例えば、①について、工作

物の高さをそろえる、工作物の壁面線をそろえる等、②について、広告物等の色彩、意匠

及び規模を統一する等、③について、色彩を統一する等、自然公園法に基づく規制につい

て上乗せの許可基準を景観計画に定めることが考えられる。 

   なお、当該上乗せの許可基準を定める際には、国立・国定公園の区域内であることの
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みを理由として、これらの公園外と比較して特に厳しく規定することがないよう留意する必

要がある。 

 

③ 配慮すべき事項 

      1) 公共施設管理者の要請 

法第 10 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、特定公共施設の管理者から要請があっ

た場合については、景観行政団体は要請を尊重し、速やかに必要な調整を行うべきであ

る。 

 

      2) 国の機関又は地方公共団体が行う行為についての協議 

法第 16 条第 6 項の規定に基づき、景観行政団体の長が、国の機関又は地方公共団体

が行う行為について、協議を求めた場合にあっては、当該国の機関又は地方公共団体は、

速やかに協議に応じ、必要な調整を行うべきである。 

 

3) 関係部局、行政機関、団体等との調整 

景観計画において、工作物に対する制限として、公共施設（灯台等の航路標識等を含

む。）又は都道府県警察等が設置する工作物を対象とするものを定めようとする場合には、

当該公共施設等の公共性の担保の観点から、その公共施設等の管理者と事前に調整す

ることが望ましい。 

景観計画において、国有林野又は公有林野等官行造林地内における木竹の伐採等の

規制を定めようとする場合には、当該森林管理局長と事前に調整することが望ましい。 

景観計画において、港湾施設を対象として、屋外における土石、廃棄物、再生資源その

他の物件の堆積の規制を定めようとする場合には、港湾を適正に管理・運営する観点か

ら、当該港湾管理者と事前に調整することが望ましい。 

 

(4) 策定・変更手続 

① 基本的考え方 

景観は住民の暮らしに密接に関係するものであること、近年、景観形成にかかわる事柄

に住民自らが主体的に参画しようとする動きが広がっているところであり、また、行政一般に

対して、行政手続の透明化や情報公開、説明責任の遂行が求められていることから、景観

計画の策定・変更手続における住民参加の機会の拡大、景観計画に係る情報公開及び理由

の開示等を積極的に推進するべきである。 
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② 住民の意見を反映させるために必要な措置 

法第9条第1項において、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすることとされている。これは、

①で述べたような趣旨にかんがみ、景観計画の案の作成の段階から、住民の意見をできる

だけ反映させるための規定である。住民の意見を反映させるための措置としては、公聴会・

説明会の開催、広報紙やインターネット等による案の公開と意見募集、まちづくりの方向・内

容等に関するアンケートの実施、景観協議会等を中心とした案の提案等各種方策を、地域

の実情に応じて実施することが望ましい。 

なお、同項に規定する「住民」には、景観計画の対象地域において事業を営む法人も含ま

れるものである。 

 

③ 景観計画策定等手続の条例による付加 

 景観計画策定・変更手続に係る事務は､自治事務であることから､地方公共団体の判断に

おいて､条例で手続を付加することは当然可能であるが､法に規定する手続は、国民の財産

権が一方的に侵害されないよう担保するための最低限の手続であることから､条例によって

手続を簡素化することは許されない。法第 9 条第 7 項は、この趣旨を確認し､明確化したもの

であるが、景観計画について住民の合意形成を図り､景観計画を着実に実施するため､手続

を付加する条例の制定について積極的に検討することが望ましい。 

条例の内容としては､景観計画の策定・変更に当たり､景観行政団体で独自に設置した景

観審議会等の第三者機関の意見を聞くものとすること、説明会等を必ず開催するものとする

こと、景観計画の案の公告・縦覧を行うものとすること、景観協議会や良好な景観の形成に

関する活動を行う団体等による意見を反映する方法を定めること等が考えられる。 

 

④ 住民等提案制度 

景観計画については､一定の要件を満たした土地の区域について､住民等による提案制度

が措置されているところである。この制度は、当該区域内の土地の所有者等又はまちづくり

ＮＰＯや公益法人及びこれらに準ずるものとして景観行政団体の条例で定める団体が、土地

所有者等の一定割合以上の同意を得た場合には、景観計画の提案を行うことができることと

なっている。これは、良好な景観の形成には、住民、まちづくりＮＰＯ、市民団体等の持続的

な景観形成の取組が不可欠であり､住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだ

けではなく、より主体的に計画策定段階からその積極的な参加が求められることによるもの

である。このため、制度の運用に当たっては、このような制度の趣旨を十分踏まえ、住民等

の良好な景観形成に対する能動的な参加を促進するための取組を行うとともに、住民等から
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の発意を積極的に受け止めていく姿勢が望まれるものである。 

例えば､法第11条第2項に基づき、条例にまちづくりＮＰＯ等に準ずる団体を位置付けるこ

と、令第 7 条に基づき、条例で住民提案が可能となる規模を引き下げること、あらかじめ景観

計画の提案制度に関する相談窓口を設けること等の積極的な取組が望まれる。 

また、提案に係る規模は、原則として0.5ヘクタール以上の一体として良好な景観を形成す

べき土地の区域としてふさわしい一団の土地とされている（令第 7 条）ところであるが、景観

行政団体は、一体として行われる良好な景観の形成の促進のための住民､まちづくりNPOそ

の他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者の活動の現況及び将来の見通しを勘

案して、条例で区域を限って、0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲内で、その規模を

別に定めることができること（同条）とされているところである。これは、例えば､地域において、

0.5 ヘクタール未満の小規模な土地の区域を対象として良好な景観形成を目的とする協議会

や市民団体が活動し、又は今後活動する見込みがある等の場合が考えられる。 

提案が行われた場合には、提案に係る事務の処理に要する期間について、具体的な期間

が限られているものではないが、景観行政団体は、当該事務の処理を遅滞なく行うこととさ

れていること(法第 12 条)を踏まえ、適切に当該事務の処理を行うべきである。 

提案に係る景観計画の素案の内容の一部を変更して景観計画の決定又は変更を行おうと

する場合及び提案を踏まえた景観計画の決定又は変更を行わない場合には、景観行政団

体は、都市計画区域又は準都市計画区域にあっては、都市計画審議会に提案に係る景観計

画の素案を提出することとされているが（法第 13 条及び第 14 条第 2 項）、これは、都市計画

審議会の意見を聴くことで景観行政団体の判断が適正になされるようにするためのものであ

る。そのため、景観行政団体は、提案に係る素案の提出と併せて、都市計画審議会に対して、

提案に係る景観計画の素案の内容の一部を変更して景観計画の決定又は変更を行おうとす

る理由や提案を踏まえた景観計画の決定又は変更を行わない理由を十分説明すべきであり、

また、必要に応じて、提案を行った者が都市計画審議会において意見を述べる機会を設ける

ことが望ましい。 

 景観行政団体は、提案を踏まえた景観計画の決定又は変更をする必要がないと判断した

ときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならないこと

とされているが(法第14 条第1 項)、理由については、提案をした者がその内容を十分に理解

できるものとすべきである。 

なお、提案どおりに景観計画を策定又は変更する場合においても、法第9条第2項の規定

により、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、都市計画審議会の意見を

聴くこととされているが、その場合に提案の素案を都市計画審議会に提出することは義務付

けられていないが提案をより詳細にするような場合には、都市計画審議会に素案を添付する
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ことが望ましい。 

 

(5) 景観行政団体が都道府県から市町村へ移行する場合の景観計画の取扱い 

景観計画は、都市計画と同様に、例えば、景観行政団体である市町村が市町村合併を行

った場合や、景観行政団体が都道府県から市町村へ移行する場合に、自動的に消滅するも

のではないものである。 

具体的には、法第 7 条第 7 項の告示に基づき市町村が景観行政団体となった日から、当

該景観行政団体が景観計画を変更するまでの間は、都道府県が、従前に策定した景観計画

のうち当該市町村に係る部分が、当該景観行政団体の景観計画となるものである。 

なお、景観行政団体の移行により、新たに景観行政団体となる地方公共団体は、景観計

画の策定・変更手続、実施、運用等に当たって必要となる法委任条例を、新たに景観行政団

体となる日までに定め、同日に施行する等、適正かつ円滑な移行に十分留意するべきであ

る。 

 

(6) 行為の規制等 

     ① 届出対象行為の適用除外 

      1) 令第 8 条第 1 号に掲げる「地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等」とは、

地表面から見えない建築物の建築等又は工作物の建設等の趣旨である。 

2) 同条第 2 号に掲げる｢仮設の工作物の建設等｣とは、工事の足場等設置される期間が

短期間である工作物の建設等の趣旨である。 

3) 空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）については、従来から存在する電線類の張

替え、トランス等の同種の機器の交換は、通常、法第 16 条第 1 項第 2 号に掲げる、工

作物の｢外観を変更することとなる修繕若しくは模様替｣には含まれないと解すべきであ

る。 

4) 空中線系や信号機の設置等定型的で公益性の高い行為については、例えば、一定の

期間内に一定の区域において行うものを一括して一の行為として届出又は通知を行う

ことができるものである。 

5) 景観行政団体は、法第16 条第7 項第11 号に基づき、条例で、同条第1 項第1 号から

第 3 号までに掲げられた必須の行為も含め、届出の適用除外の対象行為を定めること

ができることとされているが、これは、地域の景観上の特性に応じて必要な届出対象行

為が異なるため、現地の即地的状況について判断することが可能な景観行政団体が、

届出の適用除外が必要である行為について適切に定めることができるようにしたもの

であり、この趣旨にかんがみ、適切に活用することが望ましい。また、景観計画区域を



 

- 24 - 

区分して、地区ごとに適用除外を定めたり、同一の行為について、規模、種類等を限定

して除外することができることは前述のとおりである。 

 

② 勧告及び変更命令 

1) 建築物又は工作物の形態意匠の制限について、勧告及び変更命令を行う場合には、

色彩､形状､素材等について、できる限り客観的かつ明示的な内容とすべきである｡なお、

その際、必要に応じて、景観審議会等の活用により、専門的知見の充実に努めることも

考えられる。 

2) 特定届出対象行為は、これについて景観計画に従って変更命令を可能とし、強制力を

もって良好な景観の形成を図る仕組みであることから、当該行為について勧告を行う場

合との景観形成上の効果の違いについて留意した上で､当該景観計画区域の景観上の

特性から必要な行為を選択し、必要な届出対象行為について過不足なく定めるべきで

ある。 

3) 2)で述べた趣旨から､特定届出対象行為は、景観計画区域内で同一である必要はなく､

景観上の特性に応じて必要な地区内における行為に限って、又は必要な規模の行為に

限って定めることが可能である。 

4) 法第17 条第4 項の規定により、同条第2 項の期間を 90 日を超えない範囲で延長する

ことが可能とされているものであるが、実地の調査をする等の合理的な理由に必要な

範囲の期間とし、いたずらに長い期間とするべきではない。 

 

③ 配慮すべき事項 

1) 行為の着手の制限 

  届出をした者は、法第18条第1項に基づき、景観行政団体が届出を受理した日から

30 日（特定届出対象行為について、法第17 条第4 項の規定により、同条第2 項の期間

が延長された場合にあっては、その延長された期間）を経過した後でなければ、当該届

出に係る行為に着手してはならないとされているところである。 

 しかしながら、当該届出に係る行為が、当該届出対象行為の景観形成基準に適合し

ていることが明らかである場合等、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと

認めるときは、速やかに行為の着手の制限に係る期間を短縮すべきである。特に、緊

急に公益的な工作物の建設等を行う必要がある場合にあっては、迅速な処理について

の特段の配慮を行うべきである。 

 

2) 形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定等 
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法第 17 条第 3 項において、「建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠が

政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履

行に支障のないものでなければならない」とされており、令第 11 条において、具体的に

「他の法令の規定」を定めているところである。同条に定める「他の法令の規定」は、形

態意匠に係る具体的な仕様を規定しているものを定めているものであって、他の性能

規定化されている、又は形態意匠の条件を定めている法令の規定については、その性

能又は条件を満たしつつ形態意匠に係る景観形成基準に適合させることが可能である

ことから、同条の「他の法令の規定」としては定めていないものであるが、変更命令に当

たっては、実際に実現不可能な措置や安全性を損なう措置等を要求することがないよう、

このような性能規定化されている、又は形態意匠の条件を定めている法令の規定につ

いても十分に留意すべきである。この際、当該規定との関係について疑義が生じる場合

は、必要に応じて当該法令所管部局に相談することが望ましい。 

         文化財保護法に規定する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天

然記念物若しくは史跡名勝天然記念物、登録文化財、伝統的建造物群保存地区内の建

造物、埋蔵文化財又は地方公共団体指定文化財に関して、勧告、変更命令等を行おう

とする場合には、文化財保護との調整の観点から、文化庁長官又は関係教育委員会に

相談することが望ましい。 

         鉱山、採石場又は砂利採取場における採掘又は採取に関して勧告等を行おうとする

場合には、鉱業権、採石権に影響する場合があることから、その取得状況に留意すると

ともに、鉱業法、採石法又は砂利採取法に基づく計画に記載される災害防止措置に配

慮し、必要に応じて許認可担当部局と調整することが望ましい。 

  

２ 景観協議会 

(1) 趣旨 

 景観協議会は、景観行政団体、景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び景観整

備機構が組織できるものであり、必要に応じて、関係行政機関や、公益事業を営む者、住民その

他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えて、様々な立場の関係者が、景観計画

区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うことが可能とされている。 

良好な景観形成を持続的に推進していくためには、地域において景観形成にかかわりを持つ、

様々な立場の関係者が、共通の場を設けて、利害の異なる課題について協議・調整を図りながら

粘り強く、課題解決を図っていくことが有効であることから、景観協議会の制度を創設したもので

あり、その積極的な活用が望ましい。 

また、このような趣旨から、一の景観計画区域において、複数の課題が存在する場合は、（必
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須参加者のほか、）それぞれの課題の関係者により構成される複数の景観協議会を組織して差

し支えない。  

 

(2) 基本的考え方 

   景観協議会を設置する場合としては、例えば以下のようなものが考えられる。 

・  シンボルロード等の景観重要公共施設又は将来景観重要公共施設になることが見込ま

れる施設及びその周辺のまちが一体となった景観形成を推進するため、景観行政団体、

当該公共施設の管理者、電気事業者、周辺商店街振興組合、商工会、地区住民等が参加

し、景観重要公共施設としての整備方針及び占用の許可の方針の検討、オープンカフェ

の設置・運営方法等、周辺地域を含めた景観形成のあり方の検討等を行う場合 

・  鉄道駅周辺等の交流拠点において、良好な景観形成と地域活性化を一体的に推進する

ため、景観行政団体、駅前広場の管理者、鉄道事業者、バス事業者、周辺商店街振興組

合、地区住民等が参加し、駅周辺の景観計画の案の検討、花いっぱい運動、活性化イベ

ントの開催等の関係者の協働による景観形成・地域活性化策の検討等を行う場合 

・  歴史的なまちなみや、景観資源が散在する地域で、良好な景観形成と観光振興、地域

活性化を一体的に推進するため、景観行政団体、景観整備機構、公共施設管理者、地域

住民、観光協会、周辺事業者等が参加して、歴史的な街並みの景観形成基準の検討や、

景観重要建造物の利活用方策、回遊性を高めるサイン計画や歴史と調和したみちづくり

の検討等を行う場合 

・  スキー場や温泉等のリゾート施設が集積する地帯において、リゾート景観の創出を図る

ため、景観行政団体や観光協会、鉄道事業者、周辺事業者等が参加して、周辺の自然環

境と調和した屋外広告物、建築物等のあり方や集合看板化の検討等を行う場合 

・  山岳、海峡、湖、河川等の広域的な景観の保全を図るため、景観行政団体、関係する市

町村及び都道府県、景観整備機構、景観の保全形成活動を行うＮＰＯ等が参加して、広域

にわたる景観の保全に向けた景観形成基準の検討等を行う場合 

なお、隣接する二以上の景観計画区域が連携し、広域的な観点から調和のとれた景観形成を

推進する必要があるような場合には、互いの景観協議会に他方が関係行政機関として構成員と

なり、二以上の景観協議会を共同開催する等一体的に運用することも考えられる。 

 

(3) 配慮すべき事項 

景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に関係行政機関及び観光関係団体、商工関

係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その

他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができるものとされているところ
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であり、景観協議会の設置の目的に応じて、必要な関係者の参加を求めることが望ましい。 

 また、景観計画の策定前においても、景観協議会と同様の構成員による法定外の任意の協議

会を組織し、景観計画の案の検討等を行い、景観計画策定後、景観協議会へ移行すること等も考

えられる。 

 

３ 景観重要建造物及び景観重要樹木 

(1) 趣旨 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、地域の景観上重要な建造物（建築物及び工作物）又は

樹木について、景観行政団体の長が指定し、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、

保全及び継承を図るものである。 

景観重要建造物又は景観重要樹木として指定された建造物又は樹木に対し、所有者等の適正

な管理義務、現状変更に関しての景観行政団体の長の許可、景観行政団体及び景観整備機構と

所有者が締結する管理協定等法に基づく措置のほか、建築物についてはその外観に係る建築

基準法の特例措置が講じられることとされており、これらは、当該建造物又は樹木の景観上の特

段の維持、保全及び継承、ひいては当該建造物又は樹木をとりまく地域の良好な景観の形成に

有効なものであることから、その積極的な指定が望まれるところである。 

 

(2) 景観重要建造物 

① 基本的考え方 

景観重要建造物は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、景観法

施行規則（平成 16 年国土交通省令第 101 号。以下「規則」という。）第 6 条に定める「地域の自

然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な

景観の形成に重要なものであること」及び「道路その他の公共の場所から公衆によって容易に

望見されるものであること」の基準に従い、景観行政団体の長が指定するものである。 

「地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域

内の良好な景観の形成に重要なものであること」とは、地域の自然、歴史、文化、生活等から

みて、これらの特性が形として立ち現れたものである地域の景観上の特徴を、当該建造物の

外観が有していると認められるものであること、また、当該建造物の外観が、景観計画区域に

おいて、良好な景観の形成を推進する上で重要なものであることであるという趣旨である。この

場合、当該建造物自体の歴史的価値や文化的価値を問う趣旨ではないものであることに留意

する必要がある。このため、例えば、歴史的な様式を継承した新しい建造物を指定することや、

新たな都市文化を創造することが望まれる地域において、そのシンボルとなるような建造物を

指定することも考えられる。 
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「道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること」とは、地域の

景観上の重要性からみて、所有者その他の限定された者のみしか、通常見ることができない

建造物を指定することが不適切であるという趣旨である。 

また、法第 19 条第 1 項の「（これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物

件を含む。）」とは、例えば、建造物の敷地、建造物周辺の燈篭、敷石、石垣、付属する庭園等

が当該建造物と一体となって良好な景観を形成している場合に、景観重要建造物に含まれるも

のとして指定することが考えられる。 

 

② 指定・変更手続 

1) 景観重要建造物は、現状変更に景観行政団体の長の許可が必要となること等の制限が所

有者に課されるものであること、また、その所有者及び管理者に適切な管理をする義務が課

せられることから、景観重要建造物の指定に当たり、あらかじめ、当該建造物の所有者の意

見を聴かなければならないこととしている。なお、「意見を聴かなければならない」とは、同意

を要するという趣旨ではないが、その制限の大きさにかんがみ、できる限りその意見を尊重

することが望ましい。 

2) 景観重要建造物の指定の提案に当たっては、規則第 7 条第 1 項各号に掲げる図書を添付

することとされているところであるが、同項第 1 号の「当該建造物の敷地及び位置並びに敷

地周辺の状況を示す縮尺2500分の1以上の図面」については、当該建造物の敷地の状況、

敷地内の位置の状況、道路その他の公共の場所の状況等の敷地周辺の状況が明瞭に分か

る図面とするべきである。 

また、同項第2号の「道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真」について

は、当該建造物の景観重要建造物の指定の提案書に記載された外観の特徴が明瞭に分か

る写真とするべきである。その際、当該建造物の外観の特徴として、色彩を記載している場

合には、色彩が明瞭に分かるカラー写真とするべきである。 

3) 景観重要建造物の指定の通知に当たり、「法第 19 条第 1 項に規定する土地その他の物件

の範囲」（規則第 8 条第 1 項第 6 号）について、「土地その他の物件の所有者が容易に判断

することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知する」（同条第 2 項）こととされ

ているところであるが、景観行政団体が定める方法として、例えば、土地その他の物件の名

称を記載する、土地その他の物件の範囲が分かるように図面に記載する等の手法が考えら

れる。 

 

③ 現状変更に対する許可等 

1) 景観重要建造物は、景観行政団体の長の許可を受けなければ、当該景観重要建造物の増
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築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の

変更を行うことができないこととされている。これは、景観重要建造物としての良好な景観の

保全を図るための措置であることから、その趣旨を踏まえて適切な運用を図るべきである。  

このため、例えば、道路その他の公共の場所から通常見えない箇所における増改築、建造

物内部の増改築で外観を変更しないもの等、良好な景観の保全に支障のないことが明らか

である場合には、速やかに許可することが望ましい。 

2) 令第 13 条各号に掲げる通常の管理行為、軽易な行為その他の行為のうち、同条第 1 号に

掲げる「地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却」とは、地表面から見えない建造

物（建造物の部分を含む。）の増築、改築、移転又は除却という趣旨である。 

3) 景観重要建造物の所有者は、法第 25 条第 1 項に基づき景観重要建造物の良好な景観が

損なわれないよう適切に管理する義務を負うものであることから、この義務に明らかに違反

する内容の許可の申請、又は補償金目あての行為である等社会通念上景観重要建造物を

指定した趣旨に著しく反すると認められる許可の申請については、許可されないものであり、

許可されない場合にあっても、法第24 条第1 項に定める「通常生ずべき損失」には該当しな

いと考えられる。 

       

④ 管理 

1) 景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理

しなければならないこととされており、その趣旨を踏まえて適正に管理すべきである。 

2) 法第25 条第2 項に基づき景観行政団体が条例で定める「景観重要建造物の良好な景観の

保全のため必要な管理の方法の基準」については、法第 26 条に規定する管理に関する命

令又は勧告が、当該基準に従って適切に景観重要建造物の管理が行われていないと認め

られる場合に行われるものであること、令第13条第2号に基づき、当該基準に適合する行為

が法第 22 条第 1 項に規定する許可の適用除外行為となるものであることにかんがみ、適切

かつ過不足なく定めることが望ましい。例えば、管理上必要な修繕等として想定される内容、

消火器の設置等防災上必要な措置の内容、定期点検等の内容、下草刈り等の敷地の管理、

木造建造物の場合の裸火使用禁止等の基準を定めることが考えられる。 

なお、この際、例えば、複数の景観重要建造物を指定している場合等において、必要に応

じて、景観重要建造物の類型ごとに、又は個別の景観重要建造物ごとに基準を定めることも

考えられる。 

 

⑤ 関連する制度との関係（景観重要建造物である建築物に係る建築基準法の特例） 

景観重要建造物である建築物については、現行の建築基準法による建築制限の適用以前
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に建築され、その増改築や大規模修繕・模様替に当たり現行の制限が一律に課されることとな

ると、例えば、道路内に突き出した軒を削らなければならなくなる等、その良好な景観の保全

を図ることができないこととなることが考えられる。 

このため、景観重要建造物である建築物のうち、良好な景観の保全を図るためその位置又

は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、景観法による現状変更の

規制等の施行のため必要と認める場合には、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準

法の外観に影響を及ぼす制限の全部又は一部を適用せず、又はその制限を緩和することが

できることとしたものである。 

同様の趣旨から、文化財保護法上の伝統的建造物群保存地区内の建築物についても、建

築基準法の制限の適用除外や緩和措置を講じることが可能であるが、伝統建造物群保存地区

では緩和規定を設けていない、壁面線による建築制限、外壁の後退距離の制限、日影規制等

についても、景観重要建造物については制限の適用除外や緩和ができることとしている。 

なお、制限の適用除外や緩和の条例を定める際には、原則として、景観重要建造物ごとに、

適用除外や緩和を行う制限について検討すべきである。しかし、例えば、壁面線による建築制

限等について、地域の景観上の特性及び目指すべき将来の景観像からみて、同一の制限の

適用除外や緩和を図ることができると考えられる場合には、景観計画区域内で景観重要建造

物の指定の方針が定められた区分ごと、建築物の類型ごと等により制限の適用除外や緩和を

検討することも考えられる。 

条例による適用除外や緩和措置については、地域の景観上重要な位置を占めている建築

物について、その保全を図り地域における良好な景観を確保する必要性から認められるもの

であることから、適用除外や緩和の程度は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の

方針に即して、建築物の位置、規模、形態、意匠等に係る現状変更の規制及び保存のための

措置の内容及び程度に応じ、必要な限度のものとして適切なものであることが必要であり、具

体的には以下の点についての配慮が考えられる。 

・  建築基準法第 21 条から第 25 条まで、第 61 条から第 64 条まで及び第 67 条の 2 第 1

項の規定の緩和条例については、その目的を平成 10 年の同法改正による防火規定に係

る性能規定の活用によって達成することが可能な場合もあることから、その場合には、こ

れらの規定の緩和条例によらず、当該性能規定の活用により対応することが望ましい。 

   また、当該性能規定を活用することが困難で緩和条例を定める場合においても、併せ

て当該条例において、主要構造部等の防火上の措置を講ずるとともに、火災時における

倒壊及び周囲への危害を抑制するためのスプリンクラー等の設置や隣接する建築物との

間隔の確保、周囲からの延焼を防止するためのドレンチャー等の設置や塀及び植栽等の

遮蔽物の設置等の措置等、必要に応じて安全上及び防火上著しい支障が生じないような
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措置を講じるべきである。 

・  同法第 28 条の規定に係る緩和条例においては、照明設備、換気設備等の設置等の措

置等、必要に応じて衛生上著しい支障が生じないような措置を講じるべきである。 

・  同法第 43 条、第 44 条、第 47 条、第 52 条、第 53 条から第 56 条の 2 まで及び第 58 条

の規定に係る緩和条例においては、良好な市街地環境の確保に支障を及ぼさないよう、

同法第 67 条の 2 第 5 項から第 7 項までの規定による緩和条例においては、地域の防火

性能の向上を妨げないよう、建築物の敷地、構造、建築設備及び用途について必要に応

じた措置を講じるべきである。 

  

  (3) 景観重要樹木 

① 基本的考え方 

景観重要樹木は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、規則第 11 条

各号及び都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令（平成 16 年農林水産省

令・国土交通省令第 4 号。以下「二省省令」という。）第 1 条各号に掲げる「地域の自然、歴史、

文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な

ものであること」及び「道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであ

ること」の基準に従い、景観行政団体の長が指定するものである。 

「地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好

な景観の形成に重要なものであること」とは、地域の自然、歴史、文化、生活等からみて、これ

らの特性が形として立ち現れたものである地域の景観上の特徴を、当該樹木の樹容が有して

いると認められるものであること、また、当該樹木の樹容が、景観計画区域において、良好な

景観の形成を推進する上で重要なものであることであるという趣旨である。具体的には、地域

の景観のシンボルとして親しまれている巨木の類が考えられる。この場合、当該樹木の歴史的

価値や文化的価値を問う趣旨ではないものであることに留意する必要がある。 

「道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること」とは、地域の

景観上の重要性からみて、所有者その他の限定された者のみしか、通常見ることができない

樹木を指定することが不適切であるという趣旨である。 

 

② 指定・変更手続 

1) 景観重要樹木は、現状変更に景観行政団体の長の許可が必要となること等の制限が所有

者に課されるものであること、また、その所有者及び管理者に適切な管理をする義務が課せ

られることから、景観重要樹木の指定に当たり、あらかじめ、当該樹木の所有者の意見を聴

かなければならないこととしている。なお、「意見を聴かなければならない」とは、同意を要す
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るという趣旨ではないが、その制限の大きさにかんがみ、できる限りその意見を尊重するこ

とが望ましい。 

2) 景観重要樹木の指定の提案に当たっては、規則第 12 条第 1 項各号及び二省省令第 2 条

第 1 項各号に掲げる図書を添付することとされているところであるが、規則同項第 1 号及び

二省省令同項第1 号の「当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺2500 分の 1 以上の図

面」については、当該樹木の位置の状況、道路その他の公共の場所の状況等の周辺の状

況が明瞭に分かる図面とするべきである。また、規則同項第 2 号及び二省省令同項第 2 号

の「道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真」については、当該樹木の景観

重要樹木の指定の提案書に記載された樹容の特徴が明瞭に分かる写真とするべきであ

る。 

 

③ 現状変更に対する許可等 

1) 景観重要樹木は、景観行政団体の長の許可を受けなければ、当該景観重要樹木の伐採又

は移植を行うことができないこととされている。これは、景観重要樹木としての良好な景観の

保全を図るための措置であることから、その趣旨を踏まえて適切な運用を図るべきである。   

2) 法第 31 条の許可の取り扱いについては、現状変更の必要性、公共性にも配慮して許可を

行うとともに、やむを得ない場合には、法第 35 条第 2 項の｢公益上の理由その他特別な理

由｣による指定の解除を行うことが考えられる。 

3) 令第 15 条各号に掲げる通常の管理行為、軽易な行為その他の行為のうち、同条第 1 号ロ

に掲げる「危険な樹木の伐採」とは、枝枯れ等により落枝のおそれがあり放置すれば危険な

場合などに行う樹木の伐採という趣旨である。 

4) 景観重要樹木の所有者は、法第 33 条第 1 項に基づき景観重要樹木の良好な景観が損な

われないよう適切に管理する義務を負うものであることから、この義務に明らかに違反する

内容の許可の申請、又は補償金目あての行為である等社会通念上景観重要樹木を指定し

た趣旨に著しく反すると認められる許可の申請については、許可されないものであり、許可

されない場合であっても、法第32 条第2 項において準用する法第24 条第1 項に定める「通

常生ずべき損失」には該当しないと考えられる。 

       

④ 管理 

1) 景観重要樹木の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理し

なければならないこととされており、その趣旨を踏まえて適正に管理すべきである。 

2) 法第33条第2項に基づき景観行政団体が条例で定める「景観重要樹木の管理の方法の基

準」については、法第 34 条に規定する管理に関する命令又は勧告が、当該基準に従って適
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切に景観重要樹木の管理が行われていないと認められる場合に行われるものであること、

令第15 条第2 号に基づき、当該基準に適合する行為が法第31 条第1 項に規定する許可の

適用除外行為となるものであることにかんがみ、適切かつ過不足なく定めることが望ましい。

例えば、剪定、下草刈り、病害虫駆除の定期実施等の基準を定めることが考えられる。 

なお、この際、例えば、複数の景観重要樹木を指定している場合等において、必要に応じ

て、景観重要樹木の類型ごとに、又は個別の景観重要樹木ごとに基準を定めることも考えら

れる。 

 

⑤ 関連する制度との関係 

景観重要樹木は、景観上重要な単体の樹木について指定するものであり、樹林地等の緑地

を一体的に指定するものではない。このため、都市における良好な景観を有している樹林地等

については、都市緑地法（昭和48年法律第72号）に基づく特別緑地保全地区、緑地保全地域、

市民緑地制度等の緑地保全のための諸制度を活用することが望ましい。 

また、良好な景観を有する森林については、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく市町

村森林整備計画を活用し、景観と調和のとれた森林整備を行うことが望ましい。     

 

(4) 管理協定 

1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の管理については、専門的知見や技能を要する場合、所

有者の経済的事情等により、所有者による適正な管理が難しい場合が想定される。管理協定

制度は、景観行政団体又は法第 92 条第 1 項に基づく景観整備機構が、景観重要建造物又は

景観重要樹木について、適切な管理のため必要があると認められる場合に、所有者との間で

管理協定を締結し、当該所有者に代わり景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行う制度

である。 

2) 法第 36 条第 1 項第 2 号に掲げる「協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項」に

ついては、管理協定が景観重要建造物又は景観重要樹木の適正な管理を目的とするものであ

ることにかんがみ、管理のために必要な事項に限って定めるべきである。 

3) 法第 36 条第 1 項第 4 号に掲げる「管理協定に違反した場合の措置」は、例えば、次に掲げる

ような違反行為に対し、協定に定められた義務の履行の請求を定めることなどが考えられる。 

・  協定の有効期間中に、協定建造物又は協定樹木の所有者が正当な事由なく、建造物又

は樹木の返還を申し出た場合 

・ 管理協定に基づいて景観行政団体又は景観整備機構が行う管理行為を妨害する場 

       合 

・  協定に定められた費用の負担条項に反して費用の負担を行わなかった場合等 
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4) 景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとする場合及び締結した場合、

又は管理協定の認可の申請があった場合及び認可をした場合には、管理協定の名称、協定建

造物の名称又は協定樹木の樹種、有効期間、管理協定が景観整備機構により締結されるもの

であるときはその旨、縦覧場所を公告することとされており、公報への掲載、景観行政団体の

事務所における掲示、インターネットによる公開等、適切な方法により公告することが望まし

い。 

5) また、景観行政団体又はその長による締結又は認可の広告のあった管理協定は、その公告

のあった後において当該管理協定の対象となる建造物又は樹木の所有者となった者に対して

も効力を及ぼすこととなるので、景観行政団体又はその長は、当該建造物又は樹木が管理協

定の対象である旨の周知措置を十分講ずるべきである。 

6) 法第42条第1項に基づき、都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構

であって同法第 69 条第１号イの業務を行うものは、景観重要樹木の適切な管理のため必要が

あると認めるときは、当該景観重要樹木の所有者と管理協定を締結して、当該景観重要樹木

の管理及びこれに付帯する業務を行うことができることとされている。これは、緑地管理機構が、

地域住民等を含めた民間活力の活用により緑地の保全及び緑化の推進を図るために指定さ

れ、景観重要樹木の管理のための知見をも有するものであることから措置されているものであ

り、緑地管理機構が既に指定されている都道府県においては、その積極的な活用が望まれ

る。 

 

(5) 台帳 

景観行政団体は、規則第18 条第1 項及び二省省令第9 条第１項により、景観重要建造物又は

景観重要樹木に関し、指定番号及び年月日、名称、所在地、所有者の氏名及び住所、指定の理

由となった景観重要建造物の外観の特徴又は景観重要樹木の樹容の特徴、景観重要建造物に

あっては、法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲について、台帳を作成し、これを

保管しなければならないこととされている。その際、当該台帳については、景観行政団体の事務

所に備え付け、縦覧を可能とするなどの情報開示措置を行うことが望ましい。 

建造物については、法第19条第1項に規定する土地その他の物件がある場合には、これらの

範囲について記載し（規則第 8 条第 1 項第 6 号）、併せてこれらの範囲を表示する図面を保管す

ることとされている（規則第18条第3項）が、これは、物件の範囲を明確に示す必要があるためで

あることから、土地の区域界が明瞭に判別できる図面とすべきであり、例えば、1000 分の 1 程度

の図面とすることが考えられる。 

   

 (6) 提案制度 
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    景観計画区域内の建造物若しくは樹木の所有者、又は所有者の同意を得た景観整備機構は、

当該建造物又は樹木について、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木と

して指定することを提案することができることとされている（法第20 条第1 項及び第2 項並びに第

29条第1項及び第2項）。これは、地域の景観上重要な要素である建造物や樹木について、住民

等からの積極的な参加が求められることによるものである。なお、提案に係る主体を所有者又は

所有者の同意を得た景観整備機構としている趣旨は、単体である建造物又は樹木についての指

定であり、指定されることにより、所有者に対し、景観重要建造物又は樹木を適切に管理する義

務、及び現状変更に関する規制等が適用されることによるものである。 

提案が行われた場合には、提案に係る事務の処理に要する期間について、具体的な期間が限

られているものではないが、景観行政団体は、提案が適当と認めたときは、速やかに指定を行う

ことが望ましい。また、景観行政団体は、提案に係る建造物又は樹木について、景観重要建造物

又は景観重要樹木として指定をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理

由を、当該提案をした者に通知しなければならないこととされており（法第 20 条第 3 項及び第 29

条第3項）、また、指定したときは、直ちに、その旨等を当該景観重要建造物又は景観重要樹木の

所有者に通知しなければならないこととされていること(法第21 条第1 項及び第30 条第1 項)を踏

まえ、適切に当該事務の処理を行うべきである。 

なお、提案に係る建造物又は樹木について、景観重要建造物又は景観重要樹木として指定を

する必要がないと判断した理由については、提案をした者がその内容を十分に理解できるものと

すべきである。 

 

  (7) 配慮すべき事項 

道路、河川、都市公園、港湾、漁港等の特定公共施設のうち良好な景観の保全が必要な建造

物又は樹木については、景観重要建造物又は景観重要樹木としての指定よりも、むしろ景観重

要公共施設として位置付けることにより、適切に整備・管理することが望ましい。 

国宝又は重要文化財の管理や現状変更等のためにやむを得ず、これらに隣接する景観重要

建造物又は景観重要樹木の除却や移転、改築等が必要な場合にあっては、景観重要建造物又

は景観重要樹木の現状変更の許可に当たって、その必要性を配慮することが望ましい。 

重要有形民俗文化財、登録文化財、地方公共団体指定文化財及び伝統的建造物群保存地区

内の建造物である景観重要建造物の現状変更の許可に当たっては、文化財保護法の趣旨にか

んがみ、慎重に判断することが望ましい。 

 

４ 景観重要公共施設 

 (1) 趣旨 
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    景観計画には、道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港等のうち良好な景観の形成に重要な

ものの整備に関する事項（法第 8 条第 2 項第 5 号ロ）と、これらの占用等の許可の基準（同号ハ）

を定めることができることとされている。これは、良好な景観の形成に当たって、公共施設が重要

な要素の一つであることにかんがみ、当該景観重要公共施設の管理者と協議し、その同意の下

に、景観計画にその整備に関する事項及び占用等の許可の基準を定めることによって、公共施

設とその周辺の土地利用を一体的に一の計画の中に位置付け、効果的に良好な景観形成を図

ることを可能としたものである。本制度の趣旨を踏まえて、必要な特定公共施設についてその管

理者との協議を行い、積極的な活用を図ることが望ましい。 

 

  (2) 基本的考え方 

    景観重要公共施設は、特定公共施設のうち、良好な景観の形成に重要なものという観点から、

その整備に関する事項及び占用等の許可の基準を定めることとされているものであることから、

例えば、地域の景観の核として親しまれているシンボルロードや河川、都市公園、海岸、港湾、漁

港等地域の顔となる特定公共施設について、当該事項及び基準を定めることが考えられる。 

景観重要公共施設の整備に関する事項は、当該景観重要公共施設の整備に当たって、景観上

配慮すべき事項について定めるものであり、例えば、駅周辺等において風格のある道路整備を

行う場合に、街灯や舗装等を景観に配慮したものとする等その整備に関する事項を定めること等

が考えられる。 

また、景観重要公共施設の占用等の許可の基準は、当該景観重要公共施設の景観上の特性

を維持、増進するために必要な占用等の許可の基準を定めるものであり、例えば、地域に親しま

れる緑豊かな都市公園において、緑と調和した良好な景観の形成を図るために、公園管理者以

外の者が設置する建築物、工作物その他の物件の形態意匠や高さ等について占用等の許可の

基準として定める場合などが考えられる。 

    また、これらの事項及び基準の運用等に当たっては、周辺建築物等の景観に係る規制誘導と

の調和の視点が必要である場合等、必要に応じて、景観行政団体との連携を図ることが望まし

い。 

    

  (3) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例 

    景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法による道路（昭和 27 年法律第 180 号。

以下｢景観重要道路｣という。）について、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成 7 年法

律第39号）第3条の規定の適用についての特例が措置されているところであるが、当該特例は、

景観重要道路の良好な景観の形成を促進する観点から、景観計画に即し、その景観の整備と安

全な交通の確保を図るために必要な場合に、同条第 1 項に規定する電線共同溝を整備すべき道
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路としての指定を可能とするものであり、また、同条第 3 項に規定する要請を行うことのできる主

体として、景観行政団体である都道府県を追加するものである。このような制度の趣旨を踏まえ、

景観行政団体及び関係道路管理者は、連携を図りつつ、景観重要道路について、その良好な景

観の形成を図るため必要な場合には、電線共同溝を整備すべき道路として積極的に指定するこ

とが望ましい。 

 

５ 景観農業振興地域整備計画等 

(1) 趣旨 

農山村地域は、農林産物の生産の場であり、農林業の持続的な発展により、国土の保全、水

源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的な機能を発揮してい

る。農山村の美しさは、人間が自然に働きかけながら永い年月をかけて創り出したものであり、

その土地ごとの気候・気象や土壌、植生、水質などいわゆる「風土」に適応した形の農林業の営

みや暮らし、その中から生まれ受け継がれてきた伝統文化などの要素が一体となって醸成され

ている。 

近年、豊かな自然、やすらぎ、美しい景観等の農山村地域固有の魅力が国民に認識され、グリ

ーン・ツーリズムやＵＩＪターンなどの動きが見られ、また、農山村に暮らす人々も自らの地域の価

値を再認識し、地域固有の資源を活用した農山村の活性化の動きも生じている。しかし一方で、

過疎化、高齢化に加え混住化等による地域社会の連帯性の弱まりにより、農地、森林等の地域

環境の管理に支障が生じており、農山村の魅力が損なわれてきている。 

このような現状を踏まえ、今後の農山村の振興は、地域住民と都市住民等との連携を深めた

都市と農山村の交流による開かれた農山村の構築が重要であり、農山村の個性・多様性を重視

し、農山村の良さの再発見を通じて、農山村らしさの回復を目指すとともに、国民共有の財産とし

て国民的視点から積極的な農山村の振興を図っていくことが求められている。そのために、良好

な農山村景観の保全・創出は重要な要素であり、景観農業振興地域整備計画を作成する趣旨で

もある。 

景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画（農振法第8 条第1 項に

より定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合させつつ、景観と調和のとれた

良好な営農条件を確保するために、対象とする区域、その区域内における土地の農業上の利用

に関する事項、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項、農用地等の保全に関する事項、

農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体的に定めるものである。 

 

（2） 景観農業振興地域整備計画に定める事項 

① 景観農業振興地域の区域 



 

- 38 - 

1） 景観農業振興地域整備計画では、景観と調和した営農条件の確保のあり方を定めるととも

に、集落周辺の農地については、景観計画で確保される集落景観と一体的な景観を形成す

る土地の農業上の利用に配慮したあり方を定めるものであり、農林業が営まれることにより

形成される景観の他、集落、水辺、森林、里山等、様々な要素が相まって、良好な景観が創

出されることにかんがみ、多様な視点で、地域の美しさを捉え、区域を定めることが望ましい。

このため、景観農業振興地域整備計画の対象は、農振法第8 条第2 項第1 号の農用地区域

に限定せず、農用地区域以外の区域の農用地及び農業用施設についても景観農業振興地

域整備計画の対象に含め、一体的な保全及び整備により景観形成を図ることが望ましい。 

2） 景観農業振興地域整備計画の区域において、景観上の特性の異なる地区を複数含む場合

においては、区域を区分して区域名を定める等によりそれぞれの区分ごとに農業上の利用

等必要な事項について定めることも差し支えない。また、景観農業振興地域整備計画が複数

の分離した区域を持つこと、一つの市町村が複数の土地の区域について、それぞれ別の景

観農業振興地域整備計画を定めることも差し支えない。なお、同一地域が複数の景観農業

振興地域整備計画の対象となることは、計画内容の明示性に欠ける等混乱をきたすおそれ

があるため避けるべきであって、この場合、内容に応じて区域を区分することが望ましい。 

3） 景観農業振興地域整備計画の区域には、①国有林野及び公有林野等官行造林地区、②

森林法による保安林、保安施設地区、保安林・保安施設地区予定地（用排水路等の農業用

施設等の設置に係る区域で、当該保安林の解除について事前調整を了している区域を除

く。）を含めるべきではない。また、同法第 5 条第 1 項に規定する地域森林計画の対象となっ

ている民有林が含まれる場合には、法第 59 条の規定により、景観計画に即してその公益的

機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、市町村森林整備計画の一部を変更す

ることができる。これらのことから、景観農業振興地域整備計画の策定・変更、協議の回答

に当たっては、市町村及び都道府県の農政部局は林務担当部局と十分調整することが望ま

しい。 

4） 景観農業振興地域整備計画の区域の表示は、景観農業振興地域整備計画に関する省令

（平成 16 年農林水産省令第 97 号）第 2 条に定めるところにより、特定の土地が区域に含ま

れているか否かが明らかとなるように区域を明らかにして行うものとし、例えば、景観農業振

興地域整備計画の区域を明示的に表示できる縮尺の図面を使用することが望ましい。 

 特に、景観農業振興地域整備計画の区域や内容を異にする景観農業振興地域整備計画

の区域内の地区の境界付近においては、土地に関し権利を有するものが、自己の権利に係

る土地が景観農業振興地域整備計画に含まれるかどうか等を容易に判断することができる

ように、区域を明示的に表示する観点から、縮尺2500分の1程度の計画図とすべきである。

なお、縮尺 2500 分の 1 程度の図面が存在しない場合においてはこの限りでないが、その場
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合においても、できる限り縮尺の大きい計画図とすべきである。 

 

② 景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

1） 本事項は、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために、土地利用の勧告制度の

運用、協定制度の活用等を含めた効率的、総合的な方策について定める趣旨であり、地域内

の農用地の利用動向、農地転用動向、農用地及び農業用施設等の整備状況等を勘案して、当

該区域において総合的に農業振興を図るために必要な事項を一体的に定めることが望まし

い。 

2） 本事項は景観農業振興地域整備計画の基本をなすものであるから、土地の位置、地形その

他の自然的条件、地域の農業生産の動向、農用地及び農業用施設等の整備の見通し、地域住

民等の意向と合意形成を踏まえて作成することが望ましい。 

例えば、棚田景観の保全であれば、景観と調和した石積み畦畔の管理、用水路の整備及び

管理、農道の整備及び管理、農業生産のあり方、農業生産の主体等、棚田景観を保全するた

めの事項について、散居集落と周辺農地の景観であれば、周辺農地の農業生産のあり方、耕

作放棄地が発生しないような生産管理、さらには景観計画において規制誘導されている集落

部分の景観保全・形成との関連等について、また、耕作放棄地防止のための集落営農による

ブロックローテーションの実施や作業受委託の方法等について記述することが考えられる。 

 

③ 農振法第 8 条第 2 項第 2 号、第 2 号の 2 及び第 4 号に掲げる事項 

1） 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項（農振法第 8 条第 2 項第 2 号） 

本事項は、農山村地域の景観を構成する主要な要素の一つである農業生産の基盤の整備

及び開発について、例えば、農業用水路を景観に配慮した石積み水路にする等の景観上必要

な整備に関する事項及び基準を定めることとしたものである。 

なお、本事項については、地形条件及び構造上の条件等に配慮して定める必要があること

から、景観農業振興地域整備計画に積極的に位置付け、諸条件に配慮しつつ、即地的に整備

及び開発に関する事項を定め、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保することが望まし

い。 

また、土地改良施設については、その施設自体の形態や機能の発揮が農村地域における

良好な景観の形成に資するものとなっていることから、景観重要公共施設に位置付けるととも

に、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、景観農業振興地域整備計画の計画

事項に位置付け、農村地域の土地利用と調和のとれた土地改良施設の整備を行うことが望ま

しい。 
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2） 農用地等の保全に関する事項（農振法第 8 条第 2 項第 2 号の 2） 

農山村地域の景観は、農林業が持続的に営まれることにより形成されるものであり、耕作放

棄地や管理不十分な農地等の解消は、良好な景観を維持・保全する上で重要な課題である。

本事項は、耕作放棄地等の解消するために行う基盤整備やその他の活動等の対策について

定めることとしている。 

 

3） 農業の近代化のための施設の整備に関する事項（農振法第 8 条第 2 項第 4 号） 

本事項は、農山村地域の景観を構成する主要な要素の一つである農業の近代化のための

施設について、景観と調和のとれた施設の配置、形態、色彩その他の意匠等に関する基準を

定めることとしたものである。 

 

（3） 景観農業振興地域整備計画の決定手続 

1) 市町村は、景観農業振興地域整備計画が景観計画を受けて定められるものであることを踏まえ、

景観農業振興地域整備計画を定める場合にあっては、景観計画の作成の段階からおおむねの

調整を行っておくことが望ましい。 

2) 市町村は、景観農業振興地域整備計画を策定又は変更するに当たっては、景観農業振興地域

整備計画の推進に資する農業生産基盤整備等の諸施策の実施に関連する団体である農業協同

組合、土地改良区及び森林組合に意見を聴くことが望ましい。 

3) 都道府県知事の景観農業振興地域整備計画の協議の回答は、当該計画が法第 55 条第 3 項に

規定する要件に適合していること等についての審査のほか、田園環境整備マスタ－プラン等農

業振興に関する基本的な計画との整合性についても十分留意して行うことが望ましい。 

 また、景観農業振興地域整備計画の策定又は変更に関連し、市町村農業振興地域整備計画の

変更を行う場合には、都道府県知事は、当該変更の協議に対する回答と景観農業振興地域整備

計画の協議に対する回答の時期を整合させることが望ましい。 

4) 法第 55 条第 4 項において準用する農振法第 12 条第 1 項の規定に基づく農林水産大臣への景

観農業振興地域整備計画書の写しの送付先は、地方農政局（北海道にあっては農林水産省農村

振興局、沖縄県にあっては沖縄総合事務局）とすることが望ましい。 

5) 法第 55 条第 4 項において準用する農振法第 12 条第 1 項の規定に基づき、景観農業振興地域

整備計画書又はその写しを縦覧に供するときは、農業振興地域の整備に関する法律施行規則

（昭和 44 年農林省令第 45 号）第 5 条の規定によるほか、あらかじめ縦覧の場所等について関係

者に周知させることが望ましい。 

 

（4） 土地利用についての勧告 
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法第 56 条は、施策の実効性を担保するため、景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地

が当該計画に従って利用されていない場合には、市町村長は、その土地の所有者等に対し、その

土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用すべき旨を勧告するとともに、勧告を受けた者がこ

れに従わないとき等は、適切な利用が見込まれる者への権利移転に関し協議すべき旨の勧告を行

うことができるとしたものである。 

 

（5） 農地法の特例 

農地法（昭和27年法律第229号）は、法人については、主たる事業が農業である等の要件を満た

す農業生産法人に限って農地の権利取得を認めることとしており、景観整備機構に指定された公益

法人やＮＰＯは農地の権利を原則として取得できない。しかしながら、景観整備機構が景観形成に

資する作物の育成等の業務を行うことも考えられることから、法第 56 条第 2 項の勧告に従い、その

勧告に係る農地又は採草放牧地について景観整備機構のために使用貸借による権利又は賃借権

を設定しようとするときは、農地法の規定にかかわらず使用貸借による権利又は賃借権の設定が

できるとしたものである。 

 

（6） 農振法の特例 

法第 58 条の農振法の特例は、農振法の規定による開発行為の許可をする場合において、当該

開発行為により当該開発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困

難となると認める場合は、許可できないこととする基準を追加することにより、景観と調和のとれた

良好な営農条件の確保を図るものである。 

これにより、農振法において、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合

のほか、景観農業振興地域整備計画に従った農地等の利用を困難とするような行為についても制

限することで、景観と調和のとれた良好な営農条件の確保が図られるようにしたものである。 

 

（7） 景観計画区域における市町村森林整備計画の留意点 

① 景観計画区域における市町村森林整備計画の変更 

  法第 59 条において、地域森林計画の対象とする森林につき、景観計画に即してその公益的機

能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、市町村森林整備計画の一部を変更すること

ができるとされている。 

  景観計画区域のなかに森林が含まれており、伐採・造林・保育方法等市町村森林整備計画で

定める森林の取扱方法で特に景観に留意する事項がある場合は、区域を明らかにし、市町村森

林整備計画に定める事項のうち関連する事項に留意すべき内容を盛り込むことができる。 

  また、市町村森林整備計画の変更に当たっては、当該景観が林業生産活動等の結果維持され
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てきたことを踏まえ、今後とも適切に林業生産活動等が営まれるよう留意することとし、農業をは

じめとする関係部局と十分調整することが望ましい。 

 

② 景観協定を締結する際の市町村森林整備計画との関係 

  景観協定に市町村森林整備計画の対象となる森林を含める場合には、市町村森林整備計画

で定める森林の取扱方法と整合性の図れたものとなるよう留意する必要がある。 

 

③ 木竹の伐採等に係る景観形成基準と市町村森林整備計画との関係 

 景観計画区域に市町村森林整備計画の対象となる森林が含まれる場合には、木竹の伐採等に

係る景観形成基準の策定等に際して、林業生産活動との調和に十分留意すべきである。特に、

市町村森林整備計画に規定する木竹の伐採に関する事項と景観計画に基づく木竹の伐採に係

る景観形成基準との整合性を図るよう、景観担当部局と林務担当部局で十分な調整を行うべきで

ある。 

 

６ 景観協定 

(1) 趣旨 

景観協定制度は、景観計画区域内の一団の土地について、良好な景観の形成を図るため、

土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する事

項を協定する制度である。 

景観協定は、住民が自らの手で、地域のより良い景観の維持・増進を図るために、自主的な

規制を行うことができる有意義な制度であり、積極的な啓発・普及がなされることが望ましい。 

 

 (2) 景観協定に定める事項 

① 景観協定区域 

法第81条第1項の「一団の土地」とは、景観協定が目的とする良好な景観の形成を確保し

得る規模の土地であるが、それぞれの景観協定が達成しようとする目的に応じて、その規模

や形状は異なるものであり、例えば、数宅地程度の規模である場合も考えられる。 

また、合意形成状況にかんがみ、良好な景観の形成上、十分な規模や形状を確保するこ

とが難しい場合も想定されるが、その場合は、同条第 3 項の「景観協定区域隣接地」制度を

積極的に活用することが望ましい。 

   

    ② 良好な景観の形成のための事項 

景観協定制度は、土地所有者等の全員の合意による協定であることから、良好な景観の
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形成を図るために必要な事項について、幅広く定めることが可能となっている。景観を構成

する要素が多種多様であることにかんがみ、景観協定では、建築物、工作物、樹林地、草地、

緑化、屋外広告物、農用地等の景観を構成する多様な要素について一体として定めることを

可能としている他、その他良好な景観の形成に関する事項について定めることを可能として

いるものである。 

このため、例えば、法に定める景観計画等の規制よりも厳しい規制内容とすることや、規

制手法にはなじまないソフトな事項について定めること等が考えられる。 

例えば、以下のような活用方策の例が考えられる。 

・  建築物や工作物について、色や形状、素材、高さ、敷地の緑化等を定め、良好な市街

地や地域色豊かな集落の景観の保全・創出を図る。 

・  周辺の緑地と一体的に良好な景観を有している住宅地、集落等において、緑地や樹

林地等の保全と併せて建築物や工作物の高さ、色等についての基準を定め、良好な景

観の形成を図る。 

・  商店街において、ショーウィンドウ、外観等の照明や、店の前に設置する可動式のワ

ゴンの形式を定めること等により、にぎわいのある良好な商業景観の形成を図る。 

・  シンボルロード沿いの敷地にセットバックを行いオープンカフェを設置すること、建築

物の前に花を設置すること、清掃活動の回数等を定めること等により、格調とにぎわい

のあるシンボル空間の形成を図る。 

・  商店街、観光地近辺の沿道地域等において、屋外広告物の色や大きさ、共同設置の

義務付け等を定めることにより、景観の優れたまちなみ、観光地と調和した沿道景観の

形成を図る。 

・  農家等の建築物と農地が混在する地域において、建築物の形態意匠と農地の保全・

利用を一体として定めること等により、良好な農村景観の保全を図る。 

なお、景観協定においては、法に基づき直接規制することができない建築物や工作物の

用途についても良好な景観の形成のために定めることが可能である。 

 

(3) 景観協定の認可 

  1) 景観協定は、土地の区域を定めて、良好な景観の形成のための法第81条第2項第2号イ

からトまでに掲げる事項のうち必要な事項を有効期間を定めて協定できるほか、違反した場

合の措置についても定めることとされている。景観協定の認可の基準は、二省省令第 11 条

に定められているところであるが、景観協定区域に含まれることによって、土地所有者等は、

建築物の建築等、工作物の建設等その他良好な景観の形成のために必要な各種事項につ

いての義務を負うこととなるので、協定の認可の申請があった場合には、景観行政団体の長
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は、景観協定区域の境界が明確に定められていること、土地、建築物又は工作物の利用を

不当に制限するものでないこと等に留意し、制度の趣旨に沿って、積極的に認可することが

望ましい。 

2) 景観協定の認可の申請があった場合及び認可をした場合には、景観行政団体の長は、景

観協定の名称、景観協定区域、景観協定区域隣接地が定められたときはその区域、縦覧場

所を公告することとされており、広報への掲載、景観行政団体の事務所における掲示、イン

ターネットによる公開等、適切な方法により公告することが望ましい。  

3) 景観行政団体の長の認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後に当該景観協

定区域内の土地所有者等となった者に対しても効力を及ぼすこととなるので、景観行政団体

の長は、当該区域が景観協定区域である旨の周知措置を十分講ずるべきである。 

 

(4) 景観協定区域隣接地制度 

 景観協定区域隣接地制度は、景観協定区域周辺の土地の所有者等が、景観協定の締結後

においても、当該景観協定に、当該隣接地の土地所有者等の全員の合意による意思表示とい

う簡易な手続により参加できる制度である。 

景観協定区域隣接地制度は、景観協定によるまちづくりを、周辺市街地に拡大し、面的な展

開を図ろうとする場合や、協定締結の同意が得られないこと等により景観協定区域の規模や形

状が必ずしも良好な景観の形成の単位として望ましいものでない場合等において有効な制度

であり、その積極的な活用を図ることが望ましい。 

法第81条第3項の｢景観協定区域に隣接した土地｣とは、既存の景観協定区域の拡大により

当該景観協定区域となり得る土地の区域をいうものであり、当該景観協定区域と飛び離れた土

地については、景観協定区域隣接地に定めるべきではない。 

景観協定区域隣接地は、景観協定区域内の土地所有者等が定めるものであるが、当該景

観協定で定められた景観協定区域隣接地内の土地所有者等については、何ら権利制限を設

けるものではない。したがって、景観協定に景観協定区域隣接地を定めるに当たっては、法律

上当該隣接地の土地所有者等の同意を得る等の必要はないが、本制度の円滑な運用を図る

には、当該土地所有者等の理解を得るように努めることが望ましい。 

 

７ 景観整備機構 

(1) 趣旨 

景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図

る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はＮＰＯについて、景観行政団

体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度である。 
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本制度に基づき、良好な景観の保全・整備の推進を図ることを目的とする公益法人等におい

て、景観整備機構の指定の推進を図り、民間活力を活用した良好な景観の形成の推進を図る

ことが望ましい。 

 

(2) 景観整備機構の指定 

景観整備機構は、地域住民等を含めた民間活力の活用により、景観行政団体と役割分担し

ながら、ともに良好な景観の形成の推進を図るものであり、景観行政団体は、この趣旨を踏ま

えて積極的に指定を行うことが望ましい。このため、一の景観行政団体が、複数の景観整備機

構の指定を行うことは差し支えない。 

景観行政団体が、景観整備機構の指定を行うに当たっては、当該公益法人又はＮＰＯが、法

第 93 条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができるか否かについて、組織、資金等

の面から判断すべきである。 

その際、同条第 2 号の景観重要建造物又は景観重要樹木の管理については、景観重要建

造物又は景観重要樹木を適正に管理する能力等について判断すべきであり、同条第 3 号の景

観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する公共施設に関する事業又は景観重要公共

施設に関する事業に係る業務及び同条第 4 号の土地取得等の業務については、資金力、公共

施設の整備、管理の能力等について判断すべきである。また、同条第5号の、景観農業振興地

域整備計画区域内の土地について、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての

権利を取得し、及びその土地の管理を行うことについては、適正に農作業を行い、又は農地を

管理する能力等について判断すべきである。 

また、指定の申請に当たっては、定款又は寄付行為のほか、業務計画書、事業計画書、資

金計画書等、当該公益法人又はＮＰＯが当該業務を適正かつ確実に遂行する能力を有するか

否かを判断するために必要となる書類を提出させることが望ましい。 

なお、景観行政団体の長に指定された景観整備機構は、当該景観行政団体の区域において

その業務を行うものであって、複数の景観行政団体の区域において、景観整備機構としての業

務を行う場合には、それぞれの景観行政団体の長の指定を要する。 

 

(3) 景観整備機構の業務 

景観整備機構の指定に当たっては、法第 93 条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うこと

ができると認められることを必要とするが、これは、公益法人又はＮＰＯの定款又は寄付行為

において本業務内容と全く同一のものが記載されていることを必要とするものではなく、同条各

号の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものであれば、景観整備機構として

指定し得るものである。 
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また、景観整備機構は、同条各号の業務を行うことの他にも、公益法人又はＮＰＯとして、そ

の設立の目的の範囲内で業務を行うことができるものであり、同条各号に掲げる業務以外の

業務を行うことを妨げるものではない。 

 

(4) 地方公共団体との連携 

景観整備機構は、法第93条各号に掲げる業務を、地方公共団体との適正な役割分担の下、

十分連絡調整し協力して行うことが必要であるので、この旨景観整備機構に対して、十分周知

を図ることが望ましい。 

 

(5) 景観整備機構に対する監督等 

法第 95 条第 2 項の規定に基づく改善命令の対象となる行為は、例えば、景観重要建造物又

や景観重要樹木の管理が不適切である場合や、景観農業振興地域整備計画区域内の土地に

ついて行う農作業若しくは土地の管理が不適切である場合等をいうものである。 

なお、景観整備機構に対し改善命令を行うことができるのは、法第 93 条各号に掲げる業務

の運営に関し、改善が必要と認められる場合であり、同条各号に掲げる業務以外の業務に関

し、改善命令が発せられるものではない。 


